
2021.8.26発信 

「新型コロナウイルス感染症」におけるルールの変更について 

共愛会COVID-19対策本部 藤本宗平（理事長） 

新型コロナウイルス新規感染者数は8月25日時点で2万4千人を超え、岡山県内においても、25日302人の感

染が発表されました。8月18日の307人に次いで、過去2番目に多くなっています。共愛会では、新型コロナウ

イルスから院内および施設内感染の防止と、職員の健康と感染対策を支えるため下記の通り新たなルールを提

示致しますので、ルールに則った行動をお願いします。 

 

＜職員に関するルール＞ 

(“2回のワクチン接種済”もしくは“人にうつさない感染防御法を実践できる”職員を基本とする) 

 

 

A 感染した時の対応 

 

①職員が感染 

 ◎直ちに上司→対策本部長（理事長）に報告 

◎保健所からの指示に従う 

・現在は従来の新型コロナウイルスと同様に、PCR検査で陰性を確認していなくても、発症から10日経

ち症状が軽快していれば退院できるようになっています。 

  ・退院翌日より通常勤務とする。 

・ただし感染者数の増加に伴い、自宅療養が増えています。自宅療養と決まった際には「自宅療養の手 

引き」を配布します。 

・手引きに準じて隔離解除の翌日から通常勤務とする。 

 

②同居家族が感染 

◎直ちに上司→対策本部長（理事長）に報告 

◎保健所からの指示に従う 

・職員もすでに感染者、もしくは濃厚接触者に該当する可能性が高い。 

・感染した家族が入院、宿泊療養施設で隔離された場合、保健所の指示で行ったPCR検査で陰性であれ

ば、その日より自宅で５日間の経過観察とする。 

・感染した家族が自宅療養となった場合も「自宅療養の手引き」を配布します。 

・手引きに準じて隔離解除の翌日から通常勤務とする。 

 

 

 



 

B 濃厚接触者になった時の対応 

 

①職員が濃厚接触者に該当 

 ◎直ちに上司→対策本部長（理事長）に報告 

◎保健所からの指示に従う 

・濃厚接触者に該当するかどうかは、保健所が決定。 

・保健所の指示でPCR検査の時期、検査場所が決まる。共愛会事業所内（勤務中）で濃厚接触者に該当

となった場合は、芳野病院でPCR検査を行う。 

・検査で陰性が確認後は、その日より自宅で5日間の経過観察ののち通常勤務とする。 

・当院、施設内で濃厚接触者となった時は、保健所と協議を行い標準予防策が徹底され、接触者全員の陰

性が確認されていれば、診療制限の必要はないとの判断で通常診療を継続できるという事例あり。 

・医療機関で診療を行う際に適切に感染防護具を着用している場合、濃厚接触者には該当しません。 

 

②同居家族が濃厚接触者に該当 

 ◎直ちに上司→対策本部長（理事長）に報告 

◎保健所からの指示に従う 

  ・保健所の指示で行ったPCR検査が陰性であれば、通常勤務とする。 

・５日間は上司の指導のもと自らの健康管理を行い、手指消毒等徹底した感染防御を行なう。 

 

 

C コロナを疑う症状があった時の対応 
 

①職員が発熱・呼吸器症状・味覚障害などの症状がある時 

◎上司に報告し指示を受ける 

・症状消失後24時間まで自宅療養。 

その後抗原検査で陰性であれば通常勤務とする。 

５日間は上司の指導のもと自らの健康管理を行い、手指消毒等徹底した感染防御を行なう。 

・症状が48時間以上継続する時は、PCR検査および原因の精査を行う。 

その後抗原検査で陰性であれば通常勤務とする。 

５日間は上司の指導のもと自らの健康管理を行い、手指消毒等徹底した感染防御を行なう。 

 

②同居家族が発熱・呼吸器症状・味覚障害などの症状がある時 

◎上司に報告し指示を受ける 

・家族の症状消失後24時間まで自宅待機。 

・その後抗原検査で陰性であれば通常勤務とする。 

・５日間は上司の指導のもと自らの健康管理を行い、手指消毒等徹底した感染防御を行なう。 

・家族の症状が継続する時は、家族に原因の精査およびPCR検査を受けるよう指導する。 

 



 

 

D 感染多発地域へ移動等の対応 
 

①感染者多発地域へやむを得ず訪問し、3密回避等の感染を防ぐ行動が取れなかった時 

◎上司に報告し指示を受ける。 

・帰宅後、48時間自宅待機する。 

・その後抗原検査で陰性であれば通常勤務とする。 

・５日間は上司の指導のもと自らの健康管理を行い、手指消毒等徹底した感染防御を行なう。 

 

②感染者多発地域に訪問予定がある時、または感染者多発地域からの来訪予定がある時 

◎上司に報告し指示を受ける。 

・自粛困難等の事情がある時は、詳細を聴取し記録する。 

・来訪者には感染防御方法等を改めて職員から指導し、帰宅後上司に報告する。 

・５日間は上司の指導のもと自らの健康管理を行い、手指消毒等徹底した感染防御を行なう。 

 

③研修会、学会、役員会等への参加の時 

◎上司に報告し指示を受ける。 

・感染防御方法等を改めて指導する。 

・自粛困難等の事情がある時は、詳細を聴取し記録する。 

・感染防御方法等を改めて上司より指導を受け、行事終了後報告する。 

・翌日より通常勤務とするが上司の指導のもと自らの健康管理を行い、手指消毒等徹底した感染防御を行

なう。 

 

 

E その他の対応 
 

①休日・勤務時間外での行動 

・リスクのある高齢者のケアに関わる仕事に従事していることを自覚し、適切な行動をとること。 

＊例えば地域の公共活動、スポ少活動等の参加も自粛すべき。 

依頼等に断れないときや判断に困ったときには上司に相談する。 

 

②その他 

  ・質問事項等がある場合には上司に報告し指示を待つ。 

 

 



＜患者さま・入所ご利用者に関するルール＞ 

 

●外出は原則禁止とする。 

●抗原検査あるいはPCR検査を行う。 

入院時、入所時は被検査者の同意を得て、抗原検査あるいはPCR検査を行う。検査を行うかどうか判断で

きないときは対策本部長（理事長）に相談する。 

●面会禁止とする。 

面会は、予約制のオンライン面会のみ許可する。面会者は感染を疑わせることがない方で、手指消毒及び

マスク着用とする。病院１階外来、虹玄関ホールで行なう。例外として、患者・利用者の急変時、ターミ

ナル期、看取り等で主治医の判断で許可することがある。 

 

 

 

 

＜通所リハビリ・デイサービスご利用者に関するルール＞ 

 

A 感染した時の対応 

 

①ご利用者が感染 

 ◎直ちに上司→対策本部長（理事長）に報告 

◎ご利用を中止し、保健所の指示に従う 

・７~１０日間前にさかのぼり感染者の病状等を調査する。 

・同時に利用場所での接触者リスト作成と、かかりつけ医、ケアマネジャーに連絡し、経緯等を調べて 

関係する事業所等と感染リスクの共有を図る。 

・患者の状態、療養場所等の詳細を調べること。 

・自宅療養の場合、代替サービスを担当ケアマネジャーと計画し実施する。 

・退院あるいは隔離後はすみやかにサービス利用を再開する。 

 

②ご利用者家族が感染 

◎上司に報告し指示を受ける 

◎ご利用を中止し、保健所の指示に従う。 

・利用者が濃厚接触者に該当し、PCR検査で陰性を確認後、自宅で7～14日間の経過観察とする。 

・感染者である家族が自宅療養となれば、解除までの期間は利用者本人の在宅支援の代替サービスを担 

当ケアマネジャーと計画し実施する。 

 

 

 



B 濃厚接触者になった時の対応 
 

①ご利用者が濃厚接触者に該当 

◎直ちに上司→対策本部長（理事長）に報告 

◎利用を中止し、保健所の指示に従う。 

・PCR検査で陰性を確認後、自宅で7～14日間の経過観察とする。 

 

②ご利用者家族が濃厚接触者に該当 

◎直ちに上司→対策本部長（理事長）に報告 

◎利用を中止し、保健所の指示に従う。 

・PCR検査で陰性を確認後、利用を再開。 

 

 

C コロナを疑う症状があった時の対応 
 

①ご利用者本人が発熱・呼吸器症状・味覚障害などの症状がある時 

◎上司に報告し指示を受ける。 

・かかりつけ医に連絡 

・発熱等の原因をチェックし症状消失後48時間まで自宅療養。 

・その後抗原あるいはPCR検査で陰性であれば、サービス再開とする。 

・14日間は健康管理を行い、手指消毒等徹底した感染防御を行なう。 

・症状が継続する時は、原因の精査およびPCR検査を行う。 

 

②ご利用者家族が発熱・呼吸器症状・味覚障害などの症状がある時 

◎上司に報告し指示を受ける。 

・家族の症状消失後48時間まで自宅療養。その後サービス再開とする。 

・10日間は健康管理を行い、手指消毒等徹底した感染防御を行なう。 

・家族の症状が継続する時は、家族に原因の精査およびPCR検査を受けるよう指導する。 

 

 

D 感染多発地域へ移動等の対応 
 

①ご利用者家族が感染者多発地域に訪問予定がある時、または感染者多発地域からの来訪予定がある時 

◎上司に報告し指示を受ける。 

・自粛困難等の事情がある時は、詳細を聴取し記録、感染防御方法等を指導する。 

・帰宅後報告を受ける。 

・サービス継続とするが、10日間は健康管理を行い、手指消毒等徹底した感染防御を行なう。 

・場合により2日間以上の自宅療養を指示する。 

 



参考資料 

◆ 感染多発地域とは：8月27日より図表の緊急事態宣言とまん延防止等重点措置の地域を指します。 

 

状況が常に変化するため、上司に相談すること。 

 

●重症度分類（医療従事者が評価する基準）COVID‐19診療の手引き第５.２版より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●現在の退院および療養解除基準 

人工呼吸器等による治療を行わなかった場合（軽症・中等症） 

① 発症日から 10 日間経過し、かつ、症状軽快後 72 時間経過するまで 

② 症状軽快後 24 時間経過した後、24 時間以上間隔をあけ、２回の PCR 検査で陰性を確認できるまで 

人工呼吸器等による治療を行った場合（重症） 

①発症日から 15 日間経過し、かつ、症状軽快後 72 時間経過するまで（※ただし発症日から 20 日間経過する

までは退院後も適切な感染予防策を講じる） 

② 症状軽快後 24 時間経過した後、24 時間以上間隔をあけ、２回の PCR 検査で陰性を確認できるまで 

無症状病原体保有者の場合 

① 検査日から 10 日間経過するまで 

② 検査日から６日間経過後、24 時間以上間隔をあけ２回の PCR 検査陰性を確認できるまで 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱い

について（厚生労働省 2021 年 2 月 25 日） 

変異ウイルスについては当初 PCR 検査で 2 回の陰性を確認するまでは退院できませんでしたが、現在は従来の新型コロナウイル

スと同様に、PCR検査で陰性を確認していなくても、発症から10日経ち症状が軽快していれば退院できるようになっています。 

退院・療養解除となれば（体調に問題がなければ）職場に復帰可能となりますので、発症から最短で 10 日経てば職場に復帰でき

ることになります。 

●宿泊療養等の解除基準 ： 上記の退院基準と同様． 

 

●潜伏期間は1～14日で平均約5日である。 

●新型コロナの感染性のピークは発症前後にある 

 

新型コロナの発症前後の感染性（https://doi.org/10.1038/s41591-020-0869-5より作成） 

新型コロナウイルスに感染すると、概ね 5 日後くらいに発症しますが、この症状が出る発症前後に最も感染

性が強くなる（人にうつしやすくなる）ことが分かっています。 

https://www.mhlw.go.jp/content/000745527.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000745527.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000788649.pdf


症状がない時期にも感染性があるのが新型コロナの大きな特徴の一つであり、症状がない人も含めてマスクを

着ける「ユニバーサル・マスク」が感染対策でも重要になっています。 

また症状がない、もしくは軽い時期に人にうつしやすいことが、この感染症が広がりやすい理由の一つと言え

ます。 

 

●いつまで新型コロナは感染性があるのか？ 

 

 

韓国で行われた 21 人の患者から採取された 89 の検体を評価した研究では、ウイルスが培養されたのは 29 検体（33%）であり、

97%の検体が発症から 10 日以内（1 検体のみ発症 12 日後）でした。 

つまり、ほとんどの新型コロナ患者では発症して 10 日以内に感染性はなくなります。 

また、台湾から 100 例の確定患者とその濃厚接触者 2761 人（このうち 22 人が後に新型コロナウイルス感染症を発症）について

の報告では、濃厚接触者のうち発症したのは、発症前または発症から 5 日以内の確定患者と接触した人だけであり、発症から 6

日以降に確定患者と接触した人のうち新型コロナに感染した人はいませんでした。 

重症の新型コロナ患者では、ウイルスの排出期間が長くなると考えられていますが、発症後 20 日を超えて他者への感染が起こっ

た事例はこれまでありません。 

以上から、 

・発症する3日前～発症後5日が最も感染性が強い 

・軽症～中等症の人は発症10日後には感染性はなくなっている 

・重症の人も発症後15日、最長でも発症20日後には感染性はなくなる 

ということになります。 

現在の入院や療養期間はこれらのエビデンスを元に決められたものです。 

唯一の例外は、重度の免疫不全のある方では持続感染が起こり、ウイルスの排出が続くことがあることです。 

例えば、慢性リンパ性白血病と低ガンマグロブリン血症という持病を持った方が新型コロナに感染し、発症から 70 日後にウイル

ス培養が陽性になった事例が報告されています。 

こうした重度の免疫不全のある方では、隔離解除の基準は慎重に判断される必要があります。 

 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2027040?query=featured_coronavirus
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2765641
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2765641
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/duration-isolation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/duration-isolation.html
https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(20)31456-2?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867420314562%3Fshowall%3Dtrue
https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(20)31456-2?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867420314562%3Fshowall%3Dtrue
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A氏の状況 院内における対応 保健所からの
指示時　間

入院当日

入院2日目

　　　入院3日目

　　　入院5日目

　　　入院6日目

　　　入院12日目

　　　入院13日目

多床室に入院

隔離病室（個室）に
移室

濃厚接触者

及び接触者

の調査

PCR検査

実施計画

PCR検査実施

陽性が判明

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

紹介元の施設より当院夜勤看護師に
電話で「入所者から新型コロナウイル
ス陽性者があった」と連絡を受ける

看護師は、紹介元の施設にＡ氏の陽性
者との接触状況を電話で確認後、法人
COVID-19対策本部長に緊急電話
して指示を仰ぐ

A氏に経緯を説明し隔離病室（個室）
に移室の同意を得る

感染患者対応（管理）に準じPPE装着
し看護、介護を開始

保健所へ連絡

調査結果を保健所へ報告
濃厚接触者…なし
接触者…他の患者7名
　　　　職員30名

法人内における情報共有

安全となる期間までの入退院の停止を決定

他の患者の家族に経緯等を電話で報告

ホームページのコンテンツを作成

外部関係事業所（居宅介護事業所、病
院等）に電話で報告することを決定

接触者とされた他の患者7名と職員30
名のPCR検査実施

他の患者、職員全員陰性との結果

接触者とされた患者7名のみ再度検査

他の患者全員陰性との結果

隔
離
体
制
を
維
持

クラスターが発生することはなかった

良かった点 反省点
●

●

●

●

●

●

●

●

紹介元施設からの情報が速く患者隔離等
が入院当日にできたこと
陽性判明直後にゾーニング、病棟閉鎖、
保健所への報告ができたこと
指示での検査計画、家族への通知、ホーム
ページへの発信など24時間以内にできたこと
職員の健康チェック、手指消毒、PPE等の
徹底ができたこと

入院時、抗原/PCR検査を行って
いなかったこと
いったん多床室に入院したこと
多床室での患者を転棟させたこと
コロナ禍であったにもかかわらず
患者4名を密の状態で食事介助
していたこと

岡山県老人保健施設職員相互派遣事業〈支え合い〉システム フォローアップセミナーより
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ＣＯＶＩＤ‐１９ 院内感染を防ぎ
クラスター回避ができた事態を振り返って

わたしたちのＣＯＶＩＤ‐１９
ワクチン接種事業

ワクチン接種記録システム（VRS）からのデータより、わが国のワクチン接種状況（7月27日時点）は、
総人口のうち2回接種は26 . 3％、65歳以上2回接種は70 . 0％と報告されています。
VRSに未入力も多く、それ以上接種済みと推測されます。第5波に入っていますが、

高齢者の感染例や医療介護施設のクラスターは減少傾向にあり、これはワクチン接種の効果ではないかと考えます。

病院のクラスター回避の経験とわたしたちのワクチン接種事業

入退院や外来業務は通常通り行われいつもと変わらない日々であったが、その日は突然訪れた。
それは、入院した患者が入所していた施設からの「コロナウイルス陽性者が出た」という連絡だった・・・

わたしたちの経験から得られた今後の課題
わたしたちの病院では、本年3月11日から7月27日現
在まで5,061回のワクチン接種を行ってまいりました。そ
の経験から得られた集団接種、個別接種、巡回接種、
職域集団接種における今後の課題を示します。
①感染対策
②ワクチンの安定的供給
③ワクチンの適正な管理
④接種チームの育成とマネージメント
⑤緻密な接種スケジュールを立てる
⑥待機時間での安全な接種者管理
　（特に若年者の血管迷走神経反射）

⑦アナフィラキシー・ショック対策　
⑧副反応対策（24時間電話相談）
⑨市町の集団接種への協力（チーム派遣）
⑩地域住民への啓発活動

ワクチン接種後の若年者の血管迷走神経反射について
今後は、ワクチン接種者の年齢層が下がって来ます。

そこで「ワクチン接種後の若年者の血管迷走神経反射」
を理解する必要があります。

注意すべき対象：女性の報告が多いが、男性も少なくは
ない。10歳以上、注射への恐怖心が強い人、起立性
調節障害（体位性頻脈症候群も含む）を有する人。

主な症状：顔面蒼白、全身の冷感、血圧低下と徐脈、
失禁、失神または意識消失。

鑑別：アナフィラキシー（循環器症状のみではアナフィラキ
シーとならない）。
好発時間：長時間立位を持続した時。特に暑い時期。海
外の報告では、接種後5分以内が52.2%、15分以内が
69.6%とされる。

機序：痛み、恐怖、興奮などに引き続く血管迷走神経反射。
処置：下肢を軽く挙上し安静臥床させる。必要に応じて輸
液や酸素投与を行う。

予防：米国ACIP（予防接種諮問委員会）は、接種後15
分は椅子に腰掛けるか、体を横たえる。また、接種に際し、
出来る限り不安の除去や疼痛対策を行うよう勧告してい
る。失神をおこす恐れがある場合には、あらかじめベッド
に臥床の上で接種する方法がある。接種後30分は座っ
て体調の変化を観察してから、帰宅することが望ましい
と考える。
＜日本小児科学会予防接種感染対策委員会 声明からの引用＞

英国、米国からの報告で初回接種時に血管迷走神
経反射などの非アレルギー性反応を示した者について
も、２回目の接種を受けることができると報告されていま
す。よって、1回目のワクチン接種の際、本症状を経験
した人には、2回目を忌避しないよう説明と理解の上、
対策を講じることにより予定通り接種できるということで
す。

ワクチン接種後の若年者の血管迷走神経反射への対策
①若年の接種者に事前の本症に関する情報の提供
②接種前後の待機中の環境の整備
　（空調、換気、リラクゼーションのためのBGM、動画の投影等）

③接種後待機時間での背もたれ付き椅子の配置（間隔）
を考慮
④プライバシーに配慮した救護エリアに臥床可能な
ベッド、ソファーを準備
⑤移乗に力が必要であることもあり人員の確保
⑥毛布、タオルケットの用意　
⑦下肢の挙上のため足枕の用意　
⑧血圧計、輸液、吸入用酸素　
⑨アナフィラキシー対応救急セット（エピペン等）

⑩インカムの活用
　（1対複数人でタイムリーに音声でやり取りが可能）

老人保健施設に勤務する医師、看護師は地域貢献
のため、積極的にワクチン接種チームに参加していただ
きたいと考えます。

一般財団法人共愛会 理事長 ／ 老人保健施設虹 施設長 ／ 医師　藤本 宗平

接触者対策

他の患者7名
A氏と同室の患者3名は同室を
レッドゾーンとして隔離
管理する医療者はチームを作
り、PPEを装着する
食事を共にした患者4名は、
同フロアーの多床室（4人部
屋）をレッドゾーンとして隔離

●

●

●

職員30名
全員がフェイスシールドを装着
頻回な手指消毒
行動範囲を制限
フロアー間の移動制限
個食
他人に感染させるかもしれない
行動の自粛等を徹底

●

●

●

●

●

患者（A氏）概要

DATA

POINT

入院時の抗原/PCR検査施行
迅速な情報共有
密の回避
感染防止対策の徹底

80歳代
認知症あり、施設に入居。
腰痛、股関節痛を主訴で来院。
骨折は否定的で、疼痛治療目的
で入院となる。
多床室（4床）へ入院。
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